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会 員 各 位 

 

一般社団法人 全国住宅産業協会 

理事・事務局長 米  山  篤  史 

 

暗号資産を用いた不動産取引について 

 

標記について、周知依頼がありましたのでお知らせします。詳細は別添資料をご参照

ください。 

 

記 

１．主な内容 (1)暗号資産を法定通貨に交換・媒介等をする行為は暗号資産交換業に該

当する可能性があり、登録を受けずに行うことは資金決済法に違反す

るおそれがあります 

(2)無登録で暗号資産交換業を行っている等の疑いがあることを発見した

場合には警察当局に情報提供を行ってください 。 

(3)宅建業者が自ら売主となり売却代金として暗号資産を受け取り法定通

貨に換金する場合も、無登録の暗号資産交換業者は利用しないでくだ

さい 。 

(4)暗号資産を用いた不動産取引を行う場合は、犯罪収益移転防止法に基

づく取引時確認を厳格に行うとともに、所管行政庁への疑わしい取引

の届出、及び事件性が疑われる場合の警察当局への通報を適切に行っ

てください 。 

(5)外為法により、３,０００万円相当額を超える暗号資産等の受領した場

合、非居住者が本邦にある不動産等を取得した場合は、報告書の提出

義務があるため、併せて対応してください 。 

２．送付等資料(1)暗号資産を用いた不動産取引について（要請）（令和８年４月２８日 

国土交通省不動産・建設経済局不動産業課他） 

３．参  考 (1)不動産業におけるマネー・ローンダリング対策（国交省） 
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000025.html 

(2)犯罪収益移転防止法等の厳正なる遵守について（全住協） 
https://www.zenjukyo.jp/archives/new_info/gyosei/data/250704hanzai.pdf 

(3)不動産業における犯罪収益移転防止法等に関する連絡協議会（不動

産流通推進センター） 
https://www.retpc.jp/shien/maneron/ 

４．問 合 せ 先 （一社）全国住宅産業協会 担当：原田 

ＴＥＬ ０３－３５１１－０６１１            以 上  



令和８年４月 28 日 

 

 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 御中 

 公益社団法人 全 日 本 不 動 産 協 会 御中 

 一般社団法人 不 動 産 協 会 御中 

 一般社団法人 不 動 産 流 通 経 営 協 会 御中 

 一般社団法人 全 国 住 宅 産 業 協 会 御中 

 公益財団法人 不 動 産 流 通 推 進 セ ン タ ー 御中 

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会 御中 

 

国土交通省不動産・建設経済局不動産業課 

金融庁総合政策局リスク分析総括課 

警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課 

財 務 省 国 際 局 調 査 課 

 

暗号資産を用いた不動産取引について（要請） 

 

 宅地建物取引業者が取り扱う不動産は、財産的価値が高く、多額の現金との交換を

行うことができることから、マネー・ローンダリング等に悪用される危険性がありま

す。 

 また、近年では資産の保全又は投資を目的として不動産が購入される場合も多く、

国内外の犯罪組織等が犯罪による収益の形態を変換する目的で不動産取引を悪用す

る危険性もあるところです。 

 特に、その移転が国境を越えて瞬時に行われる性質を有する暗号資産は、マネー・

ローンダリング等を目的として不動産取引の決済方法として利用される危険性が高

いと思われます。 

 

つきましては、傘下会員に対して、 

・ 暗号資産を法定通貨に交換、交換の媒介等をする行為は暗号資産交換業に該当

する可能性があり、当該行為を暗号資産交換業者としての登録を受けずに行うこ

とは資金決済法に違反するおそれがある旨に留意すること 

  また、無登録で暗号資産交換業を行っている等の疑いがあることを発見した場

合には警察当局に情報提供を行うとともに、宅地建物取引業者が自ら売主となり

売却代金として暗号資産を受け取り法定通貨に換金するなど暗号資産交換業に該

当しない行為を行う場合にも無登録の暗号資産交換業者を利用しないこと 

・ 宅地建物取引業者において、暗号資産を用いた不動産取引を行う場合について

は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19 年法律第 22 号)に基づく取

引時確認を厳格に行うとともに、所管行政庁への疑わしい取引の届出、及び事件

性が疑われる場合の警察当局への通報を適切に行うこと 



･ 暗号資産交換業者において、例えば、顧客が不動産売買代金を暗号資産により

受け取り、顧客の属性に見合わない高額な取引を行おうとしている場合等、取引

に不審な点が認められる場合には、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基

づく取引時確認を厳格に行うとともに、所管行政庁への疑わしい取引の届出、及

び事件性が疑われる場合の警察当局への通報を適切に行うこと 

など、暗号資産を用いた不動産取引の健全性を確保するための対応について周知方宜

しくお願いいたします。 

 

 なお、こうした実態把握の観点からも、外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法律

第 228 号）では、①海外から 3,000 万円相当額を超える暗号資産等を受領した者につ

いては「支払又は支払の受領に関する報告書」、②非居住者が本邦にある不動産等を

取得した場合には「本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書」

（令和８年４月１日以降に本邦にある不動産を取得した場合には、取得の目的を問わ

ず、報告対象となっております。）を提出する義務があるため、併せて対応・周知方宜

しくお願いいたします。 

 


